
平成21年３月橋本市議会定例会会議録（第３号）その３ 

平成21年３月10日（火） 

                                           

（午前10時41分 再開） 

○議長（中上良隆君）休憩前に引き続き会議

を開きます。着席願います。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番９、24番 中西健君。 

〔24番（中西 健君）登壇〕 

○24番（中西 健君）それでは、通告に従い

一般質問を行います、議長の許可を得ました

ので。 

 ２項目について、当局にただしてまいりた

いと思います。 

 まず最初に、集中改革プランについてであ

りますが、旧橋本市における行財政改革を平

成11年３月に策定した橋本市行政改革大綱に

基づき、橋本市行政改革実施計画、つまりは

しもと21プランを策定されたわけであります。 

 その後平成13年度からは、はしもと21プラ

ン３Ｓ運動に取り組み、さらに財政健全化計

画と歩調を合わせて、平成15年の10月に策定

した行政改革実施計画書、計画期間は平成15

年度から平成19年度、これに基づき経費の徹

底した節減と事務事業の見直し、一般給与の

削減に、それから大規模公共事業の進行の見

直し等を実施してきた。一方、高野口町にお

いても、平成15年度から人員削減による定員

の適正化を図るなど、財政健全化を実施して

きた経過があるわけです。 

 そうした中で、橋本市行政改革大綱に基づ

き、また合併に伴い、新市に引き継ぎ、平成

18年11月に集中改革プラン５カ年計画を策定

されたわけであります。今年度末をもって、

３カ年を経過するわけでありますが、中間の

検証の意味から３点について、当局にお伺い

いたします。 

 まず１番目は、職員の適正化、管理計画、

平成18年から20年までの職員数と人件費、そ

の中に給与、諸手当、時間外手当の削減の実

績をお示しいただきたいと。 

 二つ目は、補助金等の整理合理化をどのよ

うになされたのか。これもお示しをいただき

たい。 

 それから３番目、経費節減の財政効果はど

の程度あったのか。このことについて、ご答

弁を願いたいと思います。 

 次に２項目めの世界同時不況による雇用ま

たは失業についてただしてまいりたいと思い

ます。皆さんご承知のとおり、米国のサブプ

ライムに端を発した金融危機、また円高、株

安による我が国の輸出産業が大きな打撃をこ

うむったわけであります。特に、日本の基幹

産業である自動車、鉄鋼、電機の業界には、

相当な打撃を受けた。その結果、日本の経済

が年実質成長率というのが、これが恐らく内

閣から発表されたと思うんですが、実にマイ

ナス12％。これはアメリカにも大きな影響を

受けたんですが、アメリカは3.5％ぐらいです

か。ヨーロッパあたりでは5.5％、こういうよ

うな状況の中で、もろに受けたのが労働者、

つまり期間労働者とか臨時職員が、皆さんご

承知のとおり、テレビのワイドショーでも放

送されておったが、非常に気の毒なところを

我々は目のあたりにしたわけでありますが、

これはやはり小泉内閣によって、構造改革を

なされてきた。そして、この労働体系が変わ

ってきた。戦後日本の経済の成長を支えてき

たのは終身雇用制であったと思います。そん

な改革の中で、企業それから株主に有利な、

いわゆる労働体系が確立された。いわゆる派

遣労働法というのが制定された中で、今回の

不況で多くの失業者が生まれたわけでありま
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す。そのことを非常に国民の１人として、誠

に残念に思うわけであります。 

 そうした中で、いろいろと国では議論はさ

れておりますが、一向にまだ目に見えてこな

い。そういういら立ちが感じるわけでありま

すが、我々地方行政に携わる者としては、や

はり橋本市内のそうした失業の目に遭った

方々に対して、既に全国の自治体でもその独

自の支援策を、また救済策を打ち出しておる

この現状の中から、我々橋本市としても実態

を調査して、できるだけ橋本市でできる範囲

内において、支援策を講じていくのが、私は

政治としての本質ではなかろうかと、こうい

うふうに考えるわけでありますので、そこで

本市のこの救済策について、市としてどのよ

うにお考えあるのかないかを答弁を願いたい

と思います。 

 それから二つ目は、本市の最重要政策であ

ります企業誘致が既に進めておるわけですが、

この同時不況による、工場の進出もしくは、

現在工場が完成され操業に影響がないのか、

そこのあたりと、それから、その操業によっ

て雇用計画が狂いを生じてくるのではなかろ

うかと、これも含めてもし大きな変動があれ

ば、その点についてお聞きをしたいと思いま

す。 

 私の２項目についての質問は以上でござい

ます。 

○議長（中上良隆君）24番 中西健君の一般

質問に対する答弁を求めます。 

 市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）24番 中西議員の質問

にお答えを申し上げたいと思います。 

 企業誘致の状況とその雇用問題についてお

答えをいたします。議員おただしのとおりサ

プライム問題に端を発した金融危機、世界同

時不況により昨年秋以降の経済活動は、極め

て低迷を続け、企業の大小を問わず操業の縮

小、雇用調整が迫られている状況であり、近

年にない経済危機となっております。 

 そのような時期ではありますが、本市の重

要施策である企業誘致は、紀北橋本エコヒル

ズ北側の造成完了や、進出決定した企業の工

場建設の着手等、大変重要な時期を迎えてお

るわけでございまして、企業誘致を推進する

上でまさに正念場ということが言えます。 

 本年度の企業誘致は、昨年８月に１社、11

月に２社が進出決定をしておるわけでござい

ますが、３年間の雇用人数は計50人であり、

その準備として建築計画中でありますが、経

済状況の悪化や今後の不透明感により、進出

企業において交渉は重ねておりますけれども、

若干先送りする現状にあるわけでございます。

このことはご承知のとおり、やはり自動車産

業の下請けのこういう部品の加工を、そうい

う業種が主体を占めておったということでご

いざいますので、不透明が非常にあるという

ことが言えるんじゃないかと思います。 

 また進出のための用地契約済みの３企業は、

操業計画は経済状況をいま今しばらく静観し

た中で操業時期を模索しているのが現状でご

ざいまして、進出協定等の中で雇用計画を具

体化していきたく考えておりますが、今の段

階では未知数でございます。 

 一方、進出企業の中で、既に地鎮祭を行い

着手を２カ月前から着工しておるものが、急

遽２週間ほど前から停止されておる現状にあ

るのもございます。このことにつきましては、

東京から議会が終わり次第、橋本市へ本社か

ら参るということも聞き及んでおるわけであ

りますけれども、現実としては大変厳しいと

いうことを申し上げざるを得ません。 

 なお昨年秋以前に操業されている３企業や

建築着手している２企業については、当初計

画どおり３年間で130人の雇用を想定してご
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ざいます。いずれにいたしましても、金融の

円滑化と需要喚起が企業進出のネックであり

ますので、これまでと同様に企業誘致活動を

精力的に行っていくのが当然でありますが、

不況に強い業種を中心にした企業進出意欲の

高い企業をターゲットとしながら、今後積極

的に担当者においては、一丸となって取り組

んでいかなければならないと考えてございま

すけれども、昨日県議会が開会中でございま

して、仁坂知事がそれに答えた形で、企業誘

致を和歌山県としては積極的にやっていくと

いうことをテレビで放映されてございました。

特に、太陽光発電のシリコンパネル等の製造

を紀北方面に設置していきたいということま

で発表されておりますけれども、なかなかこ

れも、既に太陽光発電パネルなんかは、大手

二、三十社が真剣に取り組んでおるわけであ

りますが、その中でも非常に、例えば、話の

中で企業は申し上げませんけれども、なかな

かそうたやすいもんやないということ、橋本

市は水を売っているわけであるあります。水

しかないわけですね。土地はどこでもあるわ

けでございます。しかし、福井という県は、

原子力発電所があって、そうした中で奨励措

置は、原子力が存続する期間は電力を２分の

１にしますよと。そういうとこと胸張って

我々していかなければならない現状、これ大

変厳しいもんがあるんです。知事も命がけで

ありますけども、我々も水を生かした形で、

とことん対抗する、その正念場がもう見えて

きたんですよ。見えてきた。この雇用はまだ

はっきり申し上げられませんけれども、私の

市長室にも社長が来られましたし、私も向こ

うの会社の社長にも行ってきた。知事は２へ

ん行っています。県市協調の中で、命がけの

対策というか、企業誘致というようなそんな

生やさしいもんやないということを、私もう

去年の11月から、この２月の26日も６社ほど

行ってきましたよ。今までと様子が違うとい

うことを、これはもう身をもって体験したわ

けであります。 

 以上でございます。 

○議長（中上良隆君）理事。 

〔理事（塚本 基君）登壇〕 

○理事（塚本 基君）定員適正化計画に基づ

く平成18年度から平成20年度までの実績につ

いてご説明いたします。職員の削減数につき

ましては、平成18年度から平成19年度までの

２年間で38名、平成20年度見込みを含めます

と54名の削減となります。 

 これにより職員総数は、病院を除いた場合、

平成21年４月１日時点で641名となる見込み

でございます。人件費の削減額は、平成18年

度から平成19年度までの２年間で３億2,737

万円、平成20年度見込みを含めますと、３年

間の削減額は４億8,197万円となる見込みで

す。またこの３年間の削減額の内訳は、給料

が３億2,609万円、管理職手当、地域手当、特

殊勤務手当など諸手当が１億1,459万円、時間

外勤務手当が4,128万円となる見込みでござ

います。 

 次に、補助金の整理合理化はなされたのか

とのご質問でございますが、合併前の旧市町

における団体等への補助件数は177件を、平成

18年度に整理統合した結果136件となり、41

件の減少と、その削減効果額も201万3,000円

となっております。 

 また平成19年度においては、さらに13件の

減少とその削減効果額も70万4,000円となり、

２カ年で54件の減少、効果額も271万7,000円

の削減となります。なお、集中改革プランで

は、補助金の整理合理化とあわせ、団体の補

助金等の適正化も改革の一つとされているこ

とから、平成19年度中に補助金の公平性、透

明性を高めるため、補助金交付規則の見直し

と交付基準を作成し、平成20年度から適用し
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ているところでございます。 ○議長（中上良隆君）経済部長。 

 平成20年度予算においては、応其上人没後

400年顕彰事業補助金や商工会議所青年部近

畿ブロック橋本大会補助金のような単年度限

りの補助金の増加や、防犯灯電気料、生ごみ

処理機購入補助金のように、別に定められた

補助要綱に基づく補助金の増加、商工振興対

策補助金のように委託料から補助金への予算

組みかえなどにより、補助金の総額としては、

4,237万8,000円の増額となっております。し

かしながら、補助金交付基準に基づき補助金

を精査した結果といたしましては、56件が削

減となり546万1,000円の削減額となっており

ますので、ご理解賜りますようお願いいたし

ます。 

〔経済部長（山本重男君）登壇〕 

○経済部長（山本重男君）昨年後半からの我

が国の経済情勢は、米国のサブプライムロー

ン問題に端を発した世界同時不況による株価

の下落、急激な円高、消費の落ち込みなどに

より、自動車業界をはじめとするさまざまな

企業が大きな悪影響を受けて、非正規労働者

の雇いどめや学生の内定取り消し等非常に厳

しい状況にあります。 

 県外への労働者が約６割を占める本市にお

きましても、今後非正規労働者や期間労働者

等リストラによる失業者が増えると予想され

ます。ハローワーク橋本管内の１月末現在の

有効求職者数1,364人に対して有効求人倍率

は0.52と低く、失業された方は、現在の雇用

状況の中で大変な思いをしていると思います。 

 次に、経費節減の財政効果の実績について

ご説明いたします。平成18年度から平成19年

度までの２年間の削減効果につきましては、

目標額８億1,237万円に対しまして、８億

9,990万円で、その達成率は110.77％となって

おります。 

 議員おただしの本市在住の失業者の対策に

つきましては、本市の事業ではありませんが、

和歌山県社会福祉協議会の制度である離職者

支援資金の貸し付けがあります。この制度は、

失業によって生活の維持が困難となった世帯

へ、自己都合による退職及び自営業の廃業は

対象外と一定の貸付条件はありますが、貸付

限度額月額20万円以内、単身世帯では10万円

以内の生活資金をお貸しする制度であり相談

者へ紹介をしていきいたいと考えております。 

 しかしながら、その削減効果は人件費の削

減による効果が大部分を占めており、今後は

事務事業の再編・整理、廃止・統合や民間委

託等の推進に積極的に取り組み、より一層の

行財政改革に取り組んでいく必要があると考

えます。 

 本年は、計画初年度から３年目の年に当た

り、過去２年間における課題を整理し、積極

的に改革を推し進めるため、現在改革実施項

目の見直しや目標額の見直しなどに取り組ん

でおります。 

 また、ハローワークでも失業者への対応を

していますが、本市といたしましても、この

ような問題について、関係各課やハローワー

ク、商工会議所、商工会と連携を強化し全力

で取り組みたいと考えておりますので、ご理

解のほどよろしくお願い申し上げます。  今後は、この歴史的な経済不況に立ち向か

うべくさらなる改革に取り組み、限られた財

源を効率的、効果的に活用し、少しでも市民

サービスが向上できるよう努めてまいりたい

と考えます。 

○議長（中上良隆君）24番 中西健君、再質

問ありますか。 

 24番 中西健君。 

○24番（中西 健君）答弁をいただいたんで

すが、まずはじめに集中改革プランについて 以上でございます。 
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の再質問をいたます。これは、きのうも岡議

員、また岩田議員もこのことに質問されてお

りまして、この中身についてはあまり言う必

要はなかろうかと、こういうふうに思うんで

すが、この５カ年計画の中で、当時その前に

木下市長が公約の中で、合併に伴う職員数を

７年間で100名は削減すると。公約を掲げてお

ったわけですけど、今の報告を見ますと７年

間で100名という数字は達成されるのかどう

か再度ちょっと。 

○議長（中上良隆君）理事。 

○理事（塚本 基君）定員適正化計画を今手

元に持ってきておるわけですけども、結論か

ら言いますと、７年間ということになります

と、24年度になるわけですけども、これでい

きますと98名というふうなことになっており

ます。当初は、100名を超えておったんですけ

ども、ただ北署の建設に伴う消防職員の８名

分、予定では８名分になっておるんですけど

も、その分を増やした計画に見直しされてお

ります。ですから、通常これがないとしまし

たら、106名の削減というふうなことになりま

すので、市長の公約どおり全うされておるか

なというふうに思います。ただ、その消防の

部分も増えてきていますので、それも踏まえ

て100を維持したいというふうには考えては

おります。 

 以上です。 

○議長（中上良隆君）24番 中西健君。 

○24番（中西 健君）この市長の公約につい

ては達成できると、こういうことでございま

すので、それは評価をしたいと思います。 

 この中で、削減、いわゆる行財政改革をや

る中で、市民に、岡議員も言われとったんで

すが、誤解というよりも、むしろ理解しにく

い部分があるんですよね。この中で人件費が

５億何ぼ削減されたと。しかし、これは退職

金が含まれておる。この金額について、退職

金が何名でいくらで、それから、職員の削減

による人件費、これをひとつお願いしたい。 

○議長（中上良隆君）財政課長。 

○財政課長（北山茂樹君）中西健議員のご質

問にお答えしたいと思います。 

 きのうも一般質問の中でもお答えをさせて

いただいたとおりでございまして、退職金額

が平成18年度で５億8,167万1,177円、それか

ら19年度につきましては、７億697万2,007円

でございます。平成20年度、これはまだ確定

はしておりませんけども、ほぼ７億円少し超

えるぐらいということになろうかと思います。 

○議長（中上良隆君）24番 中西健君。 

○24番（中西 健君）これは、再度お聞きし

たんですが、この削減によってでも、退職金

という中で、金額としてはさほど市民の目に

は映らないと。いわゆる改革をされたかどう

かというのも見えにくい部分もありますので、

そういう中で、これは一つの案として、この

改革を、橋本市はたしか先ほども冒頭にお話

ししたとおり、財政危機が必ず訪れると。ま

た、三位一体改革の中で、交付金、交付税が、

いわゆる補助金等がなくなり、そうした中で

地方の税源移譲が完全に行われない中で、財

政運営が非常に厳しい状況に置かれていた。

その中で、橋本市が議会も含めて、これは今

まで改革されてきた成果を、私は検証してい

く必要があるんではなかろうか。これは、そ

ういう意味では、私は県下９市でも、いち早

くこの行財政改革を着手して大きな成果を上

げてきたことは、僕は市民に対してそのこと

を自信を持って言えると。こういうように私

も、議員生活18年の中で、改革に議会でも相

当意見を言ってきたわけですけども。 

 このことについては、今削減することによ

って、財政課長が言うたように平成26年ぐら

には、削減によって効果が現れてくるとこう

いうきのうの答弁でありましたので、数字的
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には別としても、このことをきちっと市民に、

橋本市が行財政改革の中で５カ年計画改革プ

ランをこういうようにやってますということ

を、これは立てたときに市民にこのことを広

報しとるんかな。してる。その中で中間報告

として、こういうふうに、だから、年々の予

算で明記するのではなしに、橋本市の改革プ

ラン５カ年計画に基づいて、これだけの今中

間報告、例えば１年でもいいですから、報告

を市民にわかりやすいようにしていく必要が

あるのではなかろうか。その点、何でもそう

ですけども、市民に告知するについては、橋

本市は非常にまずいというのか、下手くそと

いうのか、そういうところがあるので、やっ

ぱり今言われているのは、国政が今どたばた

していますわな。いろんな経済対策も含めて、

一日も早い国民生活を安定するために、待ち

望んでおるんですけど、またお金の問題とか

いろいろと国会で、これは政治に対する国民

の不信がもう日々増しているような状況の中

で、けさのテレビも見ておると、だれを信じ

ていいかわからんと。これが国民の声だと思

うんです。我々は、地方議会に籍を置く者と

しては、こういう限られた財政運営の中で、

もう既に改革プラン21を策定の中で、今年ま

でこういう改革をしてきたということを、や

っぱりきちっと市民に示すことが、我々の橋

本市政の信頼を得るということ、今政治に対

する不信、そういうのが日本国民にある中で、

そのこときちっと、私はこういう数値目標に

対してこれだけの成果を得ているということ

をやっぱりきちっと告知していくことについ

てひとつ当局としては、この案に対してどう

いうお考えなのか、ちょっと。 

○議長（中上良隆君）行革推進室長。 

○行革推進室長（塚本 基君）市民に対する

アピールというのが下手くそというふうなこ

とは我々も重々そのようかなというふうに思

って反省いたしております。我々の仕事の中

で、市民に対する説明責任というのは、今特

に言われておるところでございまして、その

説明責任を果たすというのは、市民が納得し

ていただくとこまで説明をすべきであると。

そのためには、わかりやすい説明の仕方をせ

ないかんというふうなことも重々、今議員お

ただしのようなことでございますので、先日

の１番岡議員のときも同じでございますけど

も、そのような形でわかっていただけるよう

に、どこまでできるかわかりませんけども、

できるだけわかっていただいてなるほどなと

思っていただけるような広報の仕方をしてい

きたいというふうに思います。それから、何

分、これだけしたんやでというふうなことを

我々としてはちょっと言いにくい部分もあり

ますので、ちょっと遠慮の部分もありますの

で、下手な部分になるのかなというふうに思

いますけども、今議員がそのように言ってい

ただいておりますので、そんな形でわかって

いただけるように、広報なり説明責任を果た

していきたいというふうに考えております。 

○議長（中上良隆君）24番 中西健君。 

○24番（中西 健君）何も遠慮する必要ない。

そういうことが、政治不信につながるので、

やっぱり改革したことはきちっとやってます

ということを、市民に報告する。これは義務

があります。その広報の仕方でもやっぱり、

橋本市の行財政改革という一つのページにつ

いて、一般の報告と一緒じゃなしに、今進め

ている５カ年計画をきちっと、これだけの中

間報告でやっていますと。必ず、今退職金が

要りますけども、今言う26年度には職員数も

これだけ削減されて、いわゆる将来に財政の

安定を図っていけると。いわゆる健全化の成

果が出てくると、非常に財政運営にも厳しい

面もありますけど、やっぱり市民に将来に明

るい希望を持たせる意味でも、これは希望と
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安心を持たせるためにも必要ではなかろうか

とこういうふうに思いますので、ひとつ。 

 もう後は、この補助金についても、議会で

もやかましく申し上げた成果というものは、

また非常に職員も対応については、大変な苦

労があったわけですけども、市民の税金です

から、やっぱりちゃんとした使い方をね。や

っぱり今いろんな無駄とか、そういうのは国

民から指摘されて、特に国政においては、そ

ういうことでテレビでひっきりなしに税金の

無駄遣いを報道されておりますので、我々橋

本市については、やっぱり経費の節減を図っ

て、皆さんからいただいた税金をこういうよ

うにきちっとやっておりますということを、

そういう意味からも改革というのは、まだこ

れからも進めていっていただきたい。特に、

団体の補助金については、昔は食料費なんか

に使われておったんですけど、これはやっぱ

り当局は、そういうことをきちっと、こうい

うのは今の時勢では使用しては困るというよ

うな、使わないでくださいとか、そういうよ

うなことをきちっと勇気を持って言ってくだ

さい。これは、お願いしておきます。 

 それから、時間も迫ってきました。この世

界同時不況雇用問題についてでありますが、

非常に私ども身につまされることで、テレビ

を見ていても非常につらいんですが、この今

経済部長から報告いただいたんですが、全国

でもこういう支援策をとっておるわけです。

私は、橋本市で個人施策になりますので、限

度がありますけども、これについては、やっ

ぱり橋本市としては、今ハローワークへ月だ

いたい1,100人から千二、三百人ですか、職を

求めて来ておると。ところが求人倍率0.5、こ

れは、県下でもブービーなんですな。一番悪

いのは御坊、その次が橋本市、いわゆるハロ

ーワーク橋本管轄で、これは橋本市民だけと

違いますので、伊都郡も含んでおりますが、

非常に求人が悪いんですね、これ。私は関西

大阪に近いので、どちらかというたら紀南よ

り橋本市のほうが労働環境というのは恵まれ

ておると思っておったんですが、このハロー

ワークの話では0.52ですか。こういうことが

データに出ておるんですが、この後にもある

わけですけども、一日も早い企業誘致をなさ

れて、雇用促進を待ち望んでおるわけですけ

ど、これに対して、必要な話、実態調査をし

て、これはハローワークと連携してどういう

ような形で、例えば、自動車産業に従事した

人とか、それから電機製品とか、いわゆる期

間、非正規雇用者が、その中にどのぐらいお

るかと、また年齢層によっても、やっぱりそ

ういうのを調査して、その中で橋本市がどう

支援していくかということもひとつ対策とし

てとっていただきたいと。その中で、例えば、

先ほども言うたように、答弁があったけども、

ハローワークと橋本市でそういった相談窓口

を、市民の相談を受けるというような、これ

を設置してはどうかと。今生活の給付金とか

いろんな貸し出しの件も出ておりました。ま

た生活保護を受けなければならないと。非常

に困っていると。また住宅、住むとこの問題

とかいろいろあるので、これを例えば相談窓

口を開設してはどうかと。 

 それから、橋本市内の大手企業にとっては、

自動車関係とかいろんなあるので、解雇が、

この３月末をもって、決算状況を判断して解

雇される。これは橋本市の企業だけやなしに、

全国的に展開される。失業者がまだ増えると、

これはもう目に見えてきておると。そういう

中で、市内の企業の人たちに何とか解雇だけ

はひとつやめていただいて、もっと使ってい

ただくような、これもやっぱり橋本市からお

願いするとか、それに対してその企業に対し

て支援策をどのように対応していくとかこう

いう方法もあるし、それから、橋本市の臨時、
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それから嘱託職員として、これも全国の支援

策をとっている自治体ではそのように短期間

でも、一時的にも次の就職を、橋本市の場合

は、嘱託臨時は安いですから、これはもう子

どもを抱えた生活していかなきゃならんとい

う人にとっては、大変な厳しい状況にありま

すけども、一時的にも、それは橋本市でして

いくと。これはもう、公民館の臨時職員でも

集会所とか、それから今まで言われておりま

す資料の管理、これなんかも今職員やってま

すけど、それを嘱託にひとつお願いしていく

とか、いろんな方法がありますので、市とし

ても、そうした人たちに門戸を開くとこうい

うのをしてはいかがだと。 

 それから、いくらでもあるんですけど、そ

やけども、市としてもやっぱり限りがあるの

で、しかしながら、そういった人たちに対し

て目を背けないでほしい。あんたらに厳しく

言いますけど、公務員は終身雇用制ですわ。

だけども、そうした、いわゆる構造改革にお

った申し子である非正規労働者が橋本市にも

存在したら、行政の手で救ってやろうと、支

援してやろうというこの姿勢が、僕は今必要

ではなかろうかとこういうふうに思いますの

で、これについて、市長の見解と、どのよう

に対応されているかいうことについてひとつ

市長お願いしたいと思います。 

○議長（中上良隆君）市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）中西議員の再質問にお

答えをしたいと思います。 

 本当に厳しい世界的な環境というんですか、

これは当然ながらも本市におきましても、そ

ういう先刻ハローワークの所長さんとお会い

して、いろいろお話し合いをしました。ほん

とに厳しいのは変わりございませんけれども、

私はやはり離職者は優先したってよと。職、

今やめてもらわないとしょうがない、これは

最優先ですよということで、話し合いを持っ

た経緯がございます。多くの中西議員から、

こういう厳しいときの市の対応策についてと

いうことでございます。 

 生活相談なんかは、一応通常的に、これは

福祉課でとか、関係課で相談窓口をずっと続

けておるわけでありますけれども、これも一

層そうした意味合いにおいての離職からつな

いでくるところの相談については、しっかり

と受けとめてせなければならいと思いますし、

就業についての相談窓口、これについては一

度内部で検討いたしまして、できるだけ早く

看板でもひとつ出してやらなければならない

と思っておるわけでございますが、それは若

干の調整の時間が要りますので、しばらくの

猶予をいただきたいなと思うわけであります。 

 それから、市として雇用等々の問題でごい

ざますが、この４月の広報に打ち出していく

ということにしております。緊急雇用対策と

いうことで、若干名という範囲内でございま

すけれども、人が必要でありますので、打ち

出してまいりたいということでございざまし

て、期間につきましては、１年以内というん

ですか、そういうことの考えを持っておると

ころございます。ほかにも、十分ひとつ経済

部の所管のもろもろの問題につきましても遺

憾のないようにしながら、切り抜けてまいり

たいと思っておりますので、よろしくお願い

したいと思います。 

○議長（中上良隆君）24番 中西健君。 

○24番（中西 健君）市長の答弁いただいた

のですが、できるだけ早く、やっぱり毎日の

生活がその人たちにかぶさっている、毎日飯

を食べていかなければいかんというね。私の

提案した中の一つだけ抜けておったんだけど、

例えば介護士の資格を取るために、そういう

ような講座を橋本市の市費でして、今橋本市

内でも介護士が不足していますから、そうい
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う養成をして職につかすという方法もありま

すので、これらも含めて検討をしていただき

たいと思います。 

 これは経済部やなしに、橋本市全体の一つ

として、企画は企画責任を持って、福祉とか

経済とかのまたがりありますので、それぞれ

対応するんじゃなしに、一つに、今市長が言

うた、立ち上げていただいてやっていただく。

それを早くやってもらうと。これは、国の支

援、これに対して国から補助金が出るという

話を聞いているんですが、これはどうですか。 

○議長（中上良隆君）経済部長。 

○経済部長（山本重男君）中小企業の緊急安

定助成金というのがございます。それで、従

業員を解雇しないために、１週間に２日休み

のところを３日休みにして、その給料を削減

していくという措置、補助制度がございます。

それは、２日を３日にしまして、その１日分

を国のほうが企業に対して補助をしていくと

いう制度でございます。これには一定の条件

がございますが、これをクリアいたしますと、

そういうふうな厚生労働大臣が定めた額の５

分の４というふうな補助金制度がございます。

それから、教育実習を実施した場合は、教育

訓練費として１人１日6,000円を追加すると

いうふうなこともございます。 

 以上でございます。 

 それと、緊急雇用制度の活用もございます。

それから、緊急雇用の特別交付金という制度

がございます。これにつきましても、経済部

のほうで、今検討協議中でございます。 

○議長（中上良隆君）24番 中西健君。 

○24番（中西 健君）今、国からの緊急交付

金とか、いわゆるワークシェアリングによっ

て雇用を認めて、そういうような国の法律が

きちっとできておれば、いち早く対策を立て

ていくのが、私が言うまでもなく、それに向

かっていくのが筋と違うのか。今私は、認識

不足であったが、ワークシェアリングのこと

は知っておったんですが、そういうことをた

だありますと受けとめているのではなしに、

即実行していくというのは、そこを僕は言い

たい。それじゃ、これ、何ぼいくら言うとっ

たって、ちゃんとした国に支援策出ておるや

ないかい。それによって橋本市の支援策をき

ちっと立てていかないと。今は、橋本市を何

とか独自の支援策をやれと言うた、これやっ

たらこれで十分賄っていける部分があるやな

いか。それは、やっぱり僕は危機感がないと

思う。ほんまに。さっきから言うているよう

に、みんな心配しているんやで。明日は我が

身かもわからんのやで。ほんまに。我々の子

どもがそういう目に遭うかもわからん。そう

いうことで、やっぱり政治というものをもっ

と勉強してもらわな困るで。ほんまに。だれ

のためにあるかということ。時間も迫ってき

たので。これを全市挙げて、取り組んでくだ

さい。これ。そういう国の法律も使いながら、

それが市民から信頼を得て、橋本市に住んで

よかった、橋本市安心安全でいいまちやなと

いうことが、答えとして出てくるんや。かけ

声ばっかりやったらあかんのやで。中身。そ

れは行政が主導になって、こういうことにつ

いてはやってもらわないと。こんなん議会か

ら言われて、こんなんありますんでというよ

うなこと言うとったらあかん。もう既に、国

が方針を出しておったら、即やっぱり実施し

ていただきたい。厳しい話になりますけども、

やっぱり失業者の、私は何べんとなくあのテ

レビで見ましたよ。そのことをやっぱり我々

は、政治に携わる人間としては、受けとめて

いかないかんということ、行政に携わる人間

もそうだ、しかり。そのことを肝に銘じてお

いていただきたい。 

 それから、企業誘致というのは、私は本当

に厳しい局面に来たかなという中で、市長さ

－91－ 



んも命がけで取り組むと、これは相手企業に

よって、業種によって、やっぱり安定的な国

内の需要にとか、国内で経済繁栄できるよう

な企業を選択すると。これは日本はやっぱり

技術立国で、資源もない国ですから、技術で

今まで世界の市場を制覇しておった。これが

もうだめになってきたという事実を踏まえて、

企業の誘致にも慎重を期して、いわゆる安定

的に将来に向けて経営できるような企業の選

択をしていただきたいとこういうふうに思い

ます。これは、今申し上げた失業問題につい

て、この人たちがふるさと橋本でやっぱり就

職して、安心な生活をするためにも企業誘致

が不可欠な問題ですので、そのことを申し上

げまして、私の質問を終わります。 

○議長（中上良隆君）これをもって、24番 中

西健君の一般質問は終わりました。 
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